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第２回外国人技能実習制度及び特定技能受入適正化講習会開催のご案内 
 

 日頃より当会の事業運営にあたりまして、ご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、外国人技能実習生を受け入れる事業者が年々増加するに伴い、技能実習に関するトラブルも散

見され、国は外国人技能実習制度の運用を厳格化しており、監理団体や実習実施者はコンプライアンス

の更なる強化が求められています。 

 また、改正入管法による特定技能制度では、技能実習から特定技能への移行が可能となり、特定技能

外国人の受入れに対する関心も高まっております。 

 そこで、外国人技能実習制度の適正な実施並びに特定技能に関して理解を深め、適正な管理及び運営

に努めていただくため、下記の通り講習会を開催することといたしました。 

 つきましては、業務ご繁忙の折とは存じますが、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 参加をご希望の方は、別紙の受講申込書により令和３年２月５日（金）までにＦＡＸ又は郵送にてお

申し込みください。                                     

記 

１．開 催 日 時  令和３年２月１５日（月）午後１時３０分～午後４時４０分 

２．開 催 場 所  ①会 場：水戸市宮町１－７－２０「ホテル テラス ザ ガーデン水戸」 

                 TEL：029-300-2500 

          ②オンライン：Ｚｏｏｍによる配信 

                 ※参加に必要なＵＲＬは、事前にお知らせいたします。 

                  詳細は、裏面の「６．注意事項」をご覧ください。 

３．内 容   

第１部 

13：30～15：00 

「技能実習生受入監理団体が留意すべきこと」 

 ・監理団体及び実習実施者におけるトラブル事例とその対処方法 

  （長時間労働、失踪、職場での安全管理、技能実習計画の変更等） 

 ・トラブル防止のための監査のポイント 

 ・技能実習終了後在留資格を変更する際の送出し機関との関係について 

  （協定書の見直し、送出し管理費の取扱いについて等） 

 講師：さくら共同法律事務所 弁護士 山脇 康嗣 氏 

  ※山脇先生の講習は、Ｚｏｏｍによる配信で行います。 

15：00～15：10 （休憩） 

第２部 

15：10～16：40 

「特定技能制度における登録支援機関の役割」 

・特定技能外国人受入れの際の留意点 

 （国内及び海外採用時の手続きと申請上のポイント、特定技能外国人の報酬等） 

・登録支援機関の実際の支援業務 

 （10 項目の支援業務の内容と支援計画の立案方法、支援費用の取扱いについて等） 

・受入企業及び登録支援機関の備え付け書類について 

 講師： つくば国際行政書士事務所 代表行政書士 廣瀬 幹 氏 

（裏面に続きます） 



 

４．定 員  ①会 場 参 加： ８０名 

②オンライン参加： ９０台 

※定員になり次第締め切らせていただきます。 

５．受 講 料  会 員：１，０００円／人・台、非会員：２，０００円／人・台 

※同封の振込用紙をご利用の上、２月５日（金）までにお振込みください。 

※会場は１人あたり、オンラインは機器台数毎です。 

６．注 意 事 項  ①会場でのご参加 

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各組合２名までとさせていただき

ます。 

・受講者の方は、必ずマスクをご着用の上ご参加ください。 

・当日検温を実施させていただきます。体温が 37.5度以上ある方は、ご入場

をお断りさせていただきますので、ご体調の優れない方は無理をなさらずご

欠席くださいますようお願い申し上げます。 

・会場では、消毒液の設置をはじめ、会場内の換気、ソーシャルディスタンス

の確保等、感染症対策を徹底した上での開催とさせていただきます。 

 

②オンラインでのご参加 

・本講習会ではＺｏｏｍを使用しますので、Ｚｏｏｍに対応した機器（パソコ

ン、スマートフォン等）及びインターネット環境をご準備ください。 

・各組合２台までのお申し込みとさせていただきます。 

 なお、複数台数でお申込みいただいた場合でも、新型コロナウィルスの感染

状況によって会場開催が難しくなった際、お申し込み状況によっては台数を

制限させていただく場合がございますので、ご了承くださいますようお願い

いたします。 

・オンライン参加に必要なＵＲＬは、受講料のお振込みの確認が取れた後に、

参加申込書にご記載いただいたメールアドレス宛にお送りいたします。 

 何らかの理由でお振込みが遅れる場合には、当会までご連絡ください。 

 開催当日は、送付したメールアドレスに記載のＵＲＬから講習会にご参加く

ださいますようお願いいたします。 

 

○質疑応答について 

・第１部の山脇先生に対するご質問は、事前に参加申込書へ質問事項をご記載

ください。 

・オンライン参加の場合は、混乱を避けるため当日質問を受け付けません。 

 ご質問のある方は、参加申込書へ事前に質問事項をご記載ください。 

７．お問い合わせ  〒310-0801 水戸市桜川 2-2-35 茨城県産業会館８階 

          茨城県中小企業団体中央会 連携推進課 佐川、戸塚 

          TEL：029-224-8030 FAX：029-224-6446  

          E-mail：renkei@chuoukai-ibaraki.jp 

  



第２回外国人技能実習制度及び特定技能受入適正化講習会 受講申込書 
 

茨城県中小企業団体中央会 連携推進課 行 

（ＦＡＸ：０２９－２２４－６４４６） 
 

組 合 名   ＴＥＬ －   －    

記入者氏名   ＦＡＸ －   －    

 

※Ｚｏｏｍでのオンライン参加をご希望の方は、必要なＵＲＬを事前に送付いたしますの

で、必ずメールアドレスのご記載をお願いいたします。 

 会場でのご参加の方は、メールアドレスの記載は不要です。 
 

1 
役 職  参加方法 会 場 ・ オンライン 

氏 名  メールアドレス  

2 
役 職  参加方法 会 場 ・ オンライン 

氏 名  メールアドレス  

3 
役 職  参加方法 会 場 ・ オンライン 

氏 名  メールアドレス  

 

※会場でのご参加は、１組合あたり２名まで、オンラインでのご参加は、１組合あたり２台まで（傘下

企業含む）とさせていただきます。 

※お申込みが完了した場合でも、中央会から連絡させていただく場合がございます。 

 

◆ご質問、ご相談がございましたら、事前にご記入ください。 

技能実習制度  

特定技能制度  

 

【お問い合わせ先】 

〒310-0801 茨城県水戸市桜川 2丁目 2番 35号 茨城県産業会館 8階 

茨城県中小企業団体中央会 連携推進課 担当：佐川、戸塚 

TEL：029-224-8030 FAX：029-224-6446 E-mail：renkei@chuoukai-ibaraki.jp 

 

○本申込書に記載された個人情報は、本講習会の運営管理の目的にのみ利用させていただきます。 


